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② これまでの取組状況 
  協議会では、国の耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、平成 21 年度から、毎年

度耕作放棄地の解消を行い、平成 27年度までに 17地区で 39haを解消しました。 

 
 

④ 今後の抱負・活動展開予定 
   今後も地域の農業者と連携しながら耕作放棄地の解消に努め、環境整備をすることにより、 

鳥獣被害の発生防止や地域の活性化に繋がるように支援活動を行っていきます。 

 

○耕作放棄地再生利用緊急対策事業（一般型） 

（昨年度までの耕作放棄地再生利用緊急対策事業） 

＜事業の概要＞ 

① 再生利用活動に対する支援 

ア 雑草、雑木の除去等（再生作業） 

：定額 5万円/10ａ当たり 

※ 人・農地プランで地域の担い手に位置づけら

た中心経営体に面積集約（約１ヘクタール以上） 

   を行う場合は 6万円/10ａ当たり 

イ 重機を用いた再生作業：経費の 1/2補助 

ウ 肥料等の投入（土壌改良）：2.5万円/10ａ当たり 

エ 営農資材等の購入（営農定着） 

：2.5万円/10ａ当たり 

② 施設等補完整備に関する支援 

再生利用活動に附帯して行う施設等補完整備の取 

組みについては、経費の 1/2が補助されます。 

 （※農業用機械については、リース代への補助） 

  

○耕作放棄地再生利用緊急対策事業（被災者支援型） 

(昨年度までの被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業) 

＜事業の概要＞ 

 基本的には、一般型と同様の支援が行われます。 

 ただし、再生利用活動について、重機を用いた作業に

対する支援はありません。 

 また、一般型と異なり、再生作業ごと（雑木等の除木 5

万円/10a 当たり（抜根を伴う場合は、10 万円/10a 当た

り）、除レキ・深耕等 5 万円/10a 当たり）に支援が加算

されます。土壌改良も最大 2 回行うことが可能です。 

（5 万円/10a 当たり） 

 

①  協議会の設立経緯 
南会津町では、農地の集積、耕作放棄地の解消、荒廃農地の再生など、農地の有効利用に 
関する取組が相互連携できる体制を構築するため、既に設置されていた「水田農業推進協議
会」、「担い手育成総合支援協議会」、「耕作放棄地対策協議会」を整理統合する方向で体制
整備を行い、平成 24年 1月に南会津町農業再生協議会が設立されました。 

 

 

③ 特徴的な取組 
  平成 23年 4月に町立びわのかげ保育所が開所しましたが、当時は隣接した東側農地 59ａが 

 耕作放棄されており､景観や環境上好ましくない状況でした。 

  そのため、農業委員会が中心となって地区住民、農事組合等に協力をいただきながら耕作放

棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、再生作業に取り組みました。平成 23 年度はナタネ、

24 年度はひまわりを播種し、児童達が花とふれあいながら活動できる場を提供することがで

きました。平成 25年度からは、担い手への農地の集積を行い、水稲の作付けを行いました。 

基調講演では、 

再生前の耕作放棄地 

本年の 4 月 1 日付けで、国の耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱・実施要領が改正され、昨年度まで実施していた

被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業は、耕作放棄地再生利用緊急対策事業の被災者支援型として継続されます。 

本年度の支援内容は、以下のとおりです。 

これにより、今ま 

再生後の農地 
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にインタビューしました!! 
代表 阿部 秀徳 氏 
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近
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日頃より耕作放棄地対策の推進にご尽力をいただき、感謝申し上げます。最近の農業を取り巻く情勢

は、荒廃農地の課税強化や農業委員会法の改正等、大きく変化してきております。そのような中で荒廃農

地関係の国庫事業の実施期間も平成 30 年度までとなっておりますので、この事業の積極的なご活用をご

検討いただければと思います。本年度もよろしくお願いいたします。 

※今後「農地再生レインボー通信」の配信を希望される方は、 

n os on sh ink o @pr e f . fu k ush ima . lg . jp までご連絡ください。 
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～福島県並びに県協議会からのお知らせ～ 
◎  県では、昨年度に続き、耕作放棄地活用条件整備復興促進事業で、耕作放棄地を再生利用する農業法人

や企業等への支援として、１ha 以上の耕作放棄地を再生する場合、国庫交付金事業に対し 1/5 以内（農

地中間管理機構を活用して集積した場合は 2/5以内）での上乗せ補助、農業用施設、機械等の整備（国庫

交付金事業の対象にならない施設等）に対して、1/2以内の支援を行います。詳しくは、管内の農林事務

所農業振興課まで、お尋ねください。 

◎ 本年度、東北農政局の主催により「東北管内耕作放棄地解消事例発表会」が、本県を会場として 9月～ 

10 月頃に開催される予定です。耕作放棄地に対する意識の啓発や再生作業等に対する手法の研鑽の場に

なることが期待できますので、是非､ご参加いただきますようお願いします。 

 


